
復興支援ボランティア白樺隊の会則 
 
(名称) 
第１条 この会は, 復興支援ボランティア白樺隊と称する。 
 
(事務所) 
第２条 この会の事務所は, 兵庫県神戸市垂水区清水丘３丁目７番２号に置く。 
 
(目的) 
第３条 この会は, 被災した地域のニーズに応じた仮設倉庫や仮設シェルター等の設置活

動(公益活動)をこの活動に賛同する協力者と共に行い, 被災地復興の促進に寄与すること

を目的とする。 
 
(活動・事業の種類) 
第４条 この会は, 前条の目的を達成するための活動を行い次の事業を実施する。 
(1) 仮設倉庫・仮設シェルターの設置 
(2) 上記(1)を実行する為に必要となる人材のコーディネート 
(3) 上記(1)を設置する為に必要となる道具や材料の調達 
(4) その他、本会の目的を達成するために必要な事業 
 
(会員)  
第５条 この会の会員は, 次の２種類とする。 
(1) 正会員は, この会の目的に賛同し入会した者とする。 
(2) 賛助会員は, この会の事業を賛助するために入会した者とする。 
 
(入会) 
第６条 会員として入会しようとする者は, 入会申込書を会長に提出し, 会長の承認を得

るものとする。 
 
(会費) 
第７条 会員は, 以下に定める会費を納入しなければならない。 
(1) 正会員 １０００円 
(2) 賛助会員 ０円 
 
(退会) 
第８条 会員は, 退会届を会長に提出し任意に退会することができる。 



2 会員が, 次の各号のいずれかに該当するときは, 退会したものとみなす。 
(1)本人が死亡したとき。 
(2)会費を 1 年以上納入しないとき。 
(役員) 
第９条 この会に次の役員を置く。 
(1) 会長 
(2) 副会長 
(3) 監査役 
2 第 1 項に定める役員は, 会員の互選により選出する。 
3 役員の任期は, 1 年とする。ただし, 再任を妨げない。 
 
(職務) 
第１０条 会長は, この会を代表し, その業務を統括する。 
2 副会長は, 会長を補佐し, これに事故があるとき, 又は欠席の時は, その職務を代行す

る。 
3 監査役は, 会の業務および財産の状況を監査する。 
 
(解任) 
第１１条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは, 総会の議決により, これを解任

することができる。 
(1) 心身の故障により, 職務の執行に堪えられないと認められるとき。 
(2) 職務上の義務違反, その他役員としてふさわしくない行為があったとき。 
 
(総会) 
第１２条 この会の総会は, 正会員を持って構成し, 年に１回開催するものとする。ただし, 
必要がある時は臨時に開催できるものとする。 
2 総会は, 以下の事項について議決する。 
(1)会則, 事業等の変更 
(2)解散 
(3)事業計画及び収支予算並びにその変更 
(4)事業報告及び収支決算 
(5)役員の選任又は解任 
(6)その他会の運営に関する重要事項 
3 総会は, 正会員の過半数の出席がなければ, 開会することができない。 
4 総会の議事は, 出席した正会員の過半数をもって, 決し, 可否同数のときは, 議長の決

するところによる。 



 
(議事録) 
第１３条 総会の議事については、議事録を作成する。 
(役員会) 
第１４条 役員会は役員をもって構成する。ただし, 監査役を除く。 
2 役員会は, 総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業

務の執行に関し, 議決する。 
 
(事業報告書及び決算) 
第１５条 会長は, 毎事業年度終了後１か月以内に事業報告書, 終始決算書を作成し, 監査

を経て総会の承認を得なければならない。 
 
(事業年度) 
第１６条 この会の事業年度は, 毎年４月１日に始まり, 翌年３月３１日に終わる。 
 
(事務局) 
第１７条 この会の事務を処理するため, 事務局をおく。 
 
(委任) 
第１８条 この会則に定めのない事項は, 総会の議決を経て, 会長が別に定める。 
 
(変更) 
第１９条 この会則は, 総会に置いて, 出席者の３分の１以上の承認がなければ変更でき

ない。 
 
附則 
この会則は, 平成２３年４月 1 日から施行する。 


